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外国人介護人材の受入れについて
（最近の動向）

令和２年１０月１９日



介護分野における特定技能試験の
実施状況



技能試験

「介護技能評価試験」

○ 試験言語：現地語

○ 実施主体：プロメトリック株式会社

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：国外：年おおむね６回程度 国内：本年秋以降

○ 開始時期：平成31年４月

日本語試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」（※）

○ 実施主体：独立行政法人国際交流基金

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：年おおむね６回程度、国外実施を予定

○ 開始時期：平成31年４月

「介護日本語評価試験」

○ 実施主体：プロメトリック株式会社

○ 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式

○ 実施回数：国外：年おおむね６回程度 国内：本年秋以降

○ 開始時期：平成31 年４月

（※）又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」

技能試験・日本語試験の概要
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《これまで》

○ 2019年４月からフィリピン、９月からはカンボジア、10月からはインドネシア、ネパール、国内、11月からモンゴル、2020年２月から

ミャンマーにおいて順次実施。

○ これまで介護技能評価試験に計4,223名、介護日本語評価試験に計4,407名が合格（2019年４月～2020年６月試験の実績）。

《今後》

○ フィリピン、カンボジア、インドネシア、ネパール、モンゴル、ミャンマー、日本（47都道府県）において、引き続き実施予定。

○ また、ベトナム、中国、タイについても、実施環境が整った国から順次実施。

試験の実施状況



外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整備事業について
【地域医療介護総合確保基金のメニュー】

外国人留学生及び特定技能１号外国人のマッチング支援事業

【目的】
介護福祉士養成施設と養成施設の留
学希望者、また、介護施設等と特定技
能による就労希望者とのマッチングを
適切に行うための経費を助成すること
により、留学希望者や特定技能による
就労希望者の円滑な受入支援体制の構
築を図る。

【事業内容】

① マッチング支援団体が、外国人介護
人材の送り出し国において留学希望
者や特定技能による就労希望者に関
する情報収集を行うとともに、マッ
チング対象となる双方に必要な情報
を提供する

② 現地（海外）での合同説明会の開催
等のマッチング支援を行う など

留学・就労希望者等
※ベトナム、フィリピン、カ

ンボジア、中国、イン
ドネシア、タイ、ミャン
マー、ネパール、モン
ゴル 等

・現地教育機関訪問
・候補者リストの作成
・候補者との面談
・ビデオレターの作成 等

①養成施設、介護施設等
からの情報収集

・受入れの意向の有無
・受入実績
・求める人材の確認
・特色あるカリキュラムや行事等の紹介
・施設のアピールポイント等の紹介
・ビデオレターの作成 等

①’養成施設、介護施設等
からの情報の提供

②’現地教育機関等からの
情報の提供

【送出国】
都道府県

③現地合同説明会等の開催
留学生候補者や特定技能入国希望者と、受入れを希望する日本の介護福祉士養成施設、
介護施設等の間でマッチングを行うため、現地で合同説明会等を開催する。

委
託

③現地合同説明会等のコーディネート 介護施設等

介護福祉士
養成施設

【日本】

協議体の設置など、
地域の関係団体等と
連携しながらマッチン
グを実施

マッチング
支援団体

②現地教育機関等からの
情報の提供
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（参考１）
お役立ちツール

①日本語学習支援ツール(WEBコンテンツ)
②介護現場で使われる日本語テキスト
③外国人介護人材のための相談窓口
④外国人介護人材受入れガイドブック
⑤外国人介護人材活躍支援ガイドブック



日本語学習Webコンテンツ
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詳細は厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html）をご覧ください。

介護の日本語テキスト等の参考ツール

●内容例

【出典】日本介護福祉士会「介護の日本語」（平成30年８月）
平成30年度介護職種の技能実習生の日本語学習等支援事業により作成

●内容例
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●「介護の日本語」テキスト以外にも厚生労働省ＨＰに多数掲載中



介護現場で働く外国人のための相談窓口
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詳細は厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html）をご覧ください。

外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック

●内容例

【出典】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「外国人介護人材の受入環境の整備に向けた調査研究事業報告書」（平成31年３月）
平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 8



詳細は厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html）をご覧ください。

外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック

●内容例

【出典】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「外国人介護人材の受入れ実態等に関する調査研究事業報告書」（令和２年３月）
令和元年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 8



（参考２）
令和２年度予算関係資料



令和２年度外国人介護人材受入環境整備事業

○ 新たな在留資格「特定技能」の創設等により、今後増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着でき
るよう、以下の取組を通じて、その受入環境の整備を推進する。

① 介護分野における特定技能１号外国人の送出し国において、介護技能評価試験及び介護日本語評価試験等を実施
② 外国人介護人材受入れを促進するためのＰＲを実施【新規】
③ 介護技能向上のための研修等の実施に対する支援
④ 介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備の推進に対する支援
⑤ 介護業務の悩み等に関する相談支援等を実施

【事業内容】

【令和元年度】909,968千円 → 【令和２年度予算】1,101,640千円【予算額】 （目）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

【補助率】 定額補助

【実施主体】 試験実施機関、都道府県（間接補助先：集合研修実施施設等） 等

国

①介護技能評価試験
等実施事業

・特定技能１号外国
人の送出し国におい
て介護技能評価試験

等を実施

③外国人介護人材
受入支援事業

・地域の中核的な受
入施設等において、
介護技能向上のため
の集合研修等を実施

④介護の日本語学習
支援等事業

・介護の日本語学習
を支援するための
WEBコンテンツの
開発・運用等を実施

⑤外国人介護人材
相談支援事業

・介護業務の悩み等
に関する相談支援

等を実施

試験実施機関
都道府県・指定都市・中核市

民間団体
（公募により選定）

地域の中核的な受入施設等
（選定）

外国人介護人材が安心して日本の介護現場で就労・定着できる環境を整備

②外国人介護人材
受入促進事業

・海外から外国人介
護人材の受入れ促進
を目的とした各種
ＰＲの取組を実施

民間団体
（公募により選定）
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【事業目的】
○ 外国人介護人材の受入れを検討するにあたりコミュニケーションや文化・風習への配慮等に不安がある、また、外国人介護人材に学
習支援や生活支援ができる体制が不十分であるといった実態が介護施設等においてみられる。

○ こうした実態を踏まえ、本事業では、介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるよ
うにするため、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。

外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業
※地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の令和２年度新規メニュー

不安や抵抗感があ
る , 34.8%

不安や抵抗感が
ややある, 51.7%

特に不安や抵抗感は
ない, 9.0%

無回答, 4.5%

n=1,355

71.4%
69.1%

64.6%
47.1%
45.6%
45.3%
43.8%
42.4%
42.3%

39.8%
36.5%

30.5%
28.6%
27.2%

17.6%
2.3%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

利用者や家族とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

他の職員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

文化･風習への配慮

受入れにかかる費用

職場への定着､勤務継続

組織への順応性･協調性

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの不調

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄにおけるﾄﾗﾌﾞﾙ

信仰上の配慮

受け入れる際に必要な事務手続き

仕事に対する姿勢

対応事項について全般的にわからない

介護技術の水準

食生活への配慮

関係機関との連携

その他

わからない
n=1,355

コミュニケーション支援

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「外国人介護人材の受入れに関するアンケート調査」（平成30年10月1日時点調査）
（平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）

外国人介護職員を受け入れることへの不安や抵抗感＜外国人介護職員を受け入れたことがない施設＞

日本人職員、外国人介護職員、介護サービス利用者等の
相互間のコミュニケーション支援に資する取組

➢介護業務に必要な多言語翻訳機の導入に
かかる経費

➢多文化理解など外国人職員と円滑に働く
ための知識を習得するための講習会への
参加等にかかる経費 など

資格取得支援・生活支援
外国人介護人材の資格取得支援や生活支援の

体制強化に資する取組

➢介護福祉士資格取得を目指す外国人介護
職員に対する学習支援にかかる経費

➢外国人介護職員の生活支援、メンタルヘルス
ケアにかかる経費 など

教員の質の向上支援
介護福祉士養成施設における留学生への

教育・指導の質の向上に資する取組

➢留学生に適切な教育・指導を行うための教員の
質の向上に資する研修等にかかる経費 など
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（参考３）
外国人介護人材受入れ制度について



【
特
定
活
動
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
】

※【 】内は在留資格

技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国

受入れ
の流れ

・家族（配偶者・子）の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし

（注１）

介護福祉士候補者として入国

〈就労コース〉〈就学コース〉

（フィリピン、ベトナム）

介護福祉士として業務従事

介護福祉士
養成施設

（２年以上）

外国人留学生
として入国

介護福祉士資格取得（登録）

〈養成施設ルート〉

技能実習生等
として入国

〈実務経験ルート〉

介護福祉士として業務従事

介護施設等で
就労・研修
（３年以上）

（注１）

帰国

実習実施者（介護施設等）の
下で実習（最大５年間）

※実習の各段階で技能評価試験
を受検

受検（入国１年後）
【
技
能
実
習
】

本国での技能等の活用

帰国

介護福祉士国家試験

【
介
護
】

介護施設等で就労
（通算５年間）

【
特
定
技
能
１
号
】

【
留
学
】

制度
趣旨

EPA（経済連携協定）
（インドネシア・フィリピン

・ベトナム）
在留資格「介護」
（H29．９／１～）

本国への技能移転専門的・技術的分野の
外国人の受入れ二国間の経済連携の強化

技能実習
（H29．11／１～）

人手不足対応のための一定の専門
性・技能を有する外国人の受入れ

特定技能１号
（Ｈ31．４／１～）

外国人介護人材受入れの仕組み

介護施設等で
就労・研修
（３年以上）

介護福祉士国家試験

介護福祉士
養成施設

（２年以上）

（注1）平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和８年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。

（注２）４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能１号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。

介護福祉士資格取得（登録）

受検（入国５年後）

受検（入国３年後）

（３年以上）（注２）
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特定技能１号のポイント

○ 在留期間:１年，６か月又は４か月ごとの更新，通
算で上限５年まで

○ 技能水準:試験等で確認（技能実習２号を修了した
外国人は試験等免除）

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験
等免除）

○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能２号のポイント

○ 在留期間:３年，１年又は６か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能（配偶者，子）
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

○ 特定技能１号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向
けの在留資格

○ 特定技能２号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野:介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関連産業，
（１４分野） 建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，外食業

（特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可）

制度概要 ①在留資格について

【就労が認められる在留資格の技能水準】

Immigration Services Agency of Japan

出入国在留管理庁
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